
件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

業務隊長業務隊長業務隊長業務隊長業務隊長業務隊長業務隊長

陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

作成者作成者作成者作成者作成者作成者作成者

表　紙表　紙表　紙表　紙表　紙表　紙表　紙

管理科長管理科長管理科長管理科長管理科長管理科長管理科長 工事企画工事企画工事企画工事企画工事企画工事企画工事企画

石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務

石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務
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件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称 図 示図 示図 示図 示図 示図 示図 示

　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科 図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書

仕 様 書仕 様 書仕 様 書仕 様 書仕 様 書仕 様 書仕 様 書

１　件　名１　件　名１　件　名１　件　名１　件　名１　件　名１　件　名

３　概　要３　概　要３　概　要３　概　要３　概　要３　概　要３　概　要

　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地　　沖縄県石垣市字平得大俣１２７３番４０４　陸上自衛隊石垣駐屯地

２　場　所２　場　所２　場　所２　場　所２　場　所２　場　所２　場　所

　　　地下タンク（軽油）　４０ＫＬ×２基　　　地下タンク（軽油）　４０ＫＬ×２基　　　地下タンク（軽油）　４０ＫＬ×２基　　　地下タンク（軽油）　４０ＫＬ×２基　　　地下タンク（軽油）　４０ＫＬ×２基　　　地下タンク（軽油）　４０ＫＬ×２基　　　地下タンク（軽油）　４０ＫＬ×２基

　　　地下タンク（軽油）　１５ＫＬ×４基　　　地下タンク（軽油）　１５ＫＬ×４基　　　地下タンク（軽油）　１５ＫＬ×４基　　　地下タンク（軽油）　１５ＫＬ×４基　　　地下タンク（軽油）　１５ＫＬ×４基　　　地下タンク（軽油）　１５ＫＬ×４基　　　地下タンク（軽油）　１５ＫＬ×４基

　　石垣（７）地下燃料タンク等漏洩点検及び清掃役務　　石垣（７）地下燃料タンク等漏洩点検及び清掃役務　　石垣（７）地下燃料タンク等漏洩点検及び清掃役務　　石垣（７）地下燃料タンク等漏洩点検及び清掃役務　　石垣（７）地下燃料タンク等漏洩点検及び清掃役務　　石垣（７）地下燃料タンク等漏洩点検及び清掃役務　　石垣（７）地下燃料タンク等漏洩点検及び清掃役務

４　期　間４　期　間４　期　間４　期　間４　期　間４　期　間４　期　間

　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。　　契約締結日から令和８年３月２７日までとする。

５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項５　一般事項

　　なお、特記仕様書の記載内容は、標準仕様書等の記載内容に優先するものである。また、これらに定めのない　　なお、特記仕様書の記載内容は、標準仕様書等の記載内容に優先するものである。また、これらに定めのない　　なお、特記仕様書の記載内容は、標準仕様書等の記載内容に優先するものである。また、これらに定めのない　　なお、特記仕様書の記載内容は、標準仕様書等の記載内容に優先するものである。また、これらに定めのない　　なお、特記仕様書の記載内容は、標準仕様書等の記載内容に優先するものである。また、これらに定めのない　　なお、特記仕様書の記載内容は、標準仕様書等の記載内容に優先するものである。また、これらに定めのない　　なお、特記仕様書の記載内容は、標準仕様書等の記載内容に優先するものである。また、これらに定めのない

　 (ｱ)　建築保全業務共通仕様書　平成３０年版　 (ｱ)　建築保全業務共通仕様書　平成３０年版　 (ｱ)　建築保全業務共通仕様書　平成３０年版　 (ｱ)　建築保全業務共通仕様書　平成３０年版　 (ｱ)　建築保全業務共通仕様書　平成３０年版　 (ｱ)　建築保全業務共通仕様書　平成３０年版　 (ｱ)　建築保全業務共通仕様書　平成３０年版

　 (ｲ)　地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（消防危第３３号（平成　 (ｲ)　地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（消防危第３３号（平成　 (ｲ)　地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（消防危第３３号（平成　 (ｲ)　地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（消防危第３３号（平成　 (ｲ)　地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（消防危第３３号（平成　 (ｲ)　地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（消防危第３３号（平成　 (ｲ)　地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（消防危第３３号（平成

　　　　１６年３月１８日））　　　　１６年３月１８日））　　　　１６年３月１８日））　　　　１６年３月１８日））　　　　１６年３月１８日））　　　　１６年３月１８日））　　　　１６年３月１８日））

 (2)　本役務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等（条例を含む。）を遵守し、材料の選定、品質性能の  (2)　本役務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等（条例を含む。）を遵守し、材料の選定、品質性能の  (2)　本役務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等（条例を含む。）を遵守し、材料の選定、品質性能の  (2)　本役務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等（条例を含む。）を遵守し、材料の選定、品質性能の  (2)　本役務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等（条例を含む。）を遵守し、材料の選定、品質性能の  (2)　本役務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等（条例を含む。）を遵守し、材料の選定、品質性能の  (2)　本役務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等（条例を含む。）を遵守し、材料の選定、品質性能の 

 (3)　設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によること (3)　設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によること (3)　設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によること (3)　設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によること (3)　設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によること (3)　設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によること (3)　設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によること

 (4)　本役務の実施に当たり、設計図書に明記なき事項についても作業上当然処置すべき事項は、受注者の負担で (4)　本役務の実施に当たり、設計図書に明記なき事項についても作業上当然処置すべき事項は、受注者の負担で (4)　本役務の実施に当たり、設計図書に明記なき事項についても作業上当然処置すべき事項は、受注者の負担で (4)　本役務の実施に当たり、設計図書に明記なき事項についても作業上当然処置すべき事項は、受注者の負担で (4)　本役務の実施に当たり、設計図書に明記なき事項についても作業上当然処置すべき事項は、受注者の負担で (4)　本役務の実施に当たり、設計図書に明記なき事項についても作業上当然処置すべき事項は、受注者の負担で (4)　本役務の実施に当たり、設計図書に明記なき事項についても作業上当然処置すべき事項は、受注者の負担で

 (5)　駐屯地への立入り及び行動（出入門手続・火気取扱・通行路等）は、当該駐屯地の規則及び担当官の指示を (5)　駐屯地への立入り及び行動（出入門手続・火気取扱・通行路等）は、当該駐屯地の規則及び担当官の指示を (5)　駐屯地への立入り及び行動（出入門手続・火気取扱・通行路等）は、当該駐屯地の規則及び担当官の指示を (5)　駐屯地への立入り及び行動（出入門手続・火気取扱・通行路等）は、当該駐屯地の規則及び担当官の指示を (5)　駐屯地への立入り及び行動（出入門手続・火気取扱・通行路等）は、当該駐屯地の規則及び担当官の指示を (5)　駐屯地への立入り及び行動（出入門手続・火気取扱・通行路等）は、当該駐屯地の規則及び担当官の指示を (5)　駐屯地への立入り及び行動（出入門手続・火気取扱・通行路等）は、当該駐屯地の規則及び担当官の指示を

 (1)  本役務は、本特記仕様書によるほか、設計図及び標準仕様書等に基づき実施するものとする。 (1)  本役務は、本特記仕様書によるほか、設計図及び標準仕様書等に基づき実施するものとする。 (1)  本役務は、本特記仕様書によるほか、設計図及び標準仕様書等に基づき実施するものとする。 (1)  本役務は、本特記仕様書によるほか、設計図及び標準仕様書等に基づき実施するものとする。 (1)  本役務は、本特記仕様書によるほか、設計図及び標準仕様書等に基づき実施するものとする。 (1)  本役務は、本特記仕様書によるほか、設計図及び標準仕様書等に基づき実施するものとする。 (1)  本役務は、本特記仕様書によるほか、設計図及び標準仕様書等に基づき実施するものとする。

　　事項については、監督官との協議によるほか、以下の基準類により実施するものとする。　　事項については、監督官との協議によるほか、以下の基準類により実施するものとする。　　事項については、監督官との協議によるほか、以下の基準類により実施するものとする。　　事項については、監督官との協議によるほか、以下の基準類により実施するものとする。　　事項については、監督官との協議によるほか、以下の基準類により実施するものとする。　　事項については、監督官との協議によるほか、以下の基準類により実施するものとする。　　事項については、監督官との協議によるほか、以下の基準類により実施するものとする。

　　確保、工法の選定、検査等を実施するものとする。　　確保、工法の選定、検査等を実施するものとする。　　確保、工法の選定、検査等を実施するものとする。　　確保、工法の選定、検査等を実施するものとする。　　確保、工法の選定、検査等を実施するものとする。　　確保、工法の選定、検査等を実施するものとする。　　確保、工法の選定、検査等を実施するものとする。

　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督官と協議の上実施するものとする。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督官と協議の上実施するものとする。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督官と協議の上実施するものとする。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督官と協議の上実施するものとする。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督官と協議の上実施するものとする。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督官と協議の上実施するものとする。　　困難若しくは不都合が生じた場合は、監督官と協議の上実施するものとする。

　　実施するものとする。　　実施するものとする。　　実施するものとする。　　実施するものとする。　　実施するものとする。　　実施するものとする。　　実施するものとする。

　　厳守して行うのものとし、作業地域以外への立入りは禁止とする。　　厳守して行うのものとし、作業地域以外への立入りは禁止とする。　　厳守して行うのものとし、作業地域以外への立入りは禁止とする。　　厳守して行うのものとし、作業地域以外への立入りは禁止とする。　　厳守して行うのものとし、作業地域以外への立入りは禁止とする。　　厳守して行うのものとし、作業地域以外への立入りは禁止とする。　　厳守して行うのものとし、作業地域以外への立入りは禁止とする。

 (6)　役務の作業に際して他の箇所に損傷を与えないよう十分注意して実施し、万一破損させた場合は、速みやか (6)　役務の作業に際して他の箇所に損傷を与えないよう十分注意して実施し、万一破損させた場合は、速みやか (6)　役務の作業に際して他の箇所に損傷を与えないよう十分注意して実施し、万一破損させた場合は、速みやか (6)　役務の作業に際して他の箇所に損傷を与えないよう十分注意して実施し、万一破損させた場合は、速みやか (6)　役務の作業に際して他の箇所に損傷を与えないよう十分注意して実施し、万一破損させた場合は、速みやか (6)　役務の作業に際して他の箇所に損傷を与えないよう十分注意して実施し、万一破損させた場合は、速みやか (6)　役務の作業に際して他の箇所に損傷を与えないよう十分注意して実施し、万一破損させた場合は、速みやか

　　に担当官に報告するとともに、請負業者の負担において原形に復旧するものとする。　　に担当官に報告するとともに、請負業者の負担において原形に復旧するものとする。　　に担当官に報告するとともに、請負業者の負担において原形に復旧するものとする。　　に担当官に報告するとともに、請負業者の負担において原形に復旧するものとする。　　に担当官に報告するとともに、請負業者の負担において原形に復旧するものとする。　　に担当官に報告するとともに、請負業者の負担において原形に復旧するものとする。　　に担当官に報告するとともに、請負業者の負担において原形に復旧するものとする。

　　なお、やむを得ず作業地域以外への立入りを必要とする場合は、担当官と協議し、所定の手続きを行うこと。　　なお、やむを得ず作業地域以外への立入りを必要とする場合は、担当官と協議し、所定の手続きを行うこと。　　なお、やむを得ず作業地域以外への立入りを必要とする場合は、担当官と協議し、所定の手続きを行うこと。　　なお、やむを得ず作業地域以外への立入りを必要とする場合は、担当官と協議し、所定の手続きを行うこと。　　なお、やむを得ず作業地域以外への立入りを必要とする場合は、担当官と協議し、所定の手続きを行うこと。　　なお、やむを得ず作業地域以外への立入りを必要とする場合は、担当官と協議し、所定の手続きを行うこと。　　なお、やむを得ず作業地域以外への立入りを必要とする場合は、担当官と協議し、所定の手続きを行うこと。

 (7)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (7)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (7)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (7)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (7)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (7)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。 (7)　役務にあたっては、火災予防、安全管理に十分留意するものとする。

　　提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。　　提出する写真は鮮明な写真を添付するものとする。

 (8)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写真 (8)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写真 (8)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写真 (8)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写真 (8)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写真 (8)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写真 (8)　本役務の写真は、着手前・完了後及び担当官の指示する箇所を撮影し、完了後隠蔽となる部分は確実な写真

　　管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。その際、　　管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。その際、　　管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。その際、　　管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。その際、　　管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。その際、　　管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。その際、　　管理を実施するものとする。役務完了後、Ａ４判写真帳に整理して１部担当官へ提出するものとする。その際、

 (9)　本役務では原則として、作業で必要とする電力及び水道は、請負業者が負担するものとする。 (9)　本役務では原則として、作業で必要とする電力及び水道は、請負業者が負担するものとする。 (9)　本役務では原則として、作業で必要とする電力及び水道は、請負業者が負担するものとする。 (9)　本役務では原則として、作業で必要とする電力及び水道は、請負業者が負担するものとする。 (9)　本役務では原則として、作業で必要とする電力及び水道は、請負業者が負担するものとする。 (9)　本役務では原則として、作業で必要とする電力及び水道は、請負業者が負担するものとする。 (9)　本役務では原則として、作業で必要とする電力及び水道は、請負業者が負担するものとする。

６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項６　特記事項

 (1)  漏洩点検については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (1)  漏洩点検については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (1)  漏洩点検については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (1)  漏洩点検については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (1)  漏洩点検については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (1)  漏洩点検については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (1)  漏洩点検については、以下の項目を基準とし実施するものとする。

　 (ｱ)　点検に際し、あらかじめ監督官から状況を聴取し、点検の参考とする。　 (ｱ)　点検に際し、あらかじめ監督官から状況を聴取し、点検の参考とする。　 (ｱ)　点検に際し、あらかじめ監督官から状況を聴取し、点検の参考とする。　 (ｱ)　点検に際し、あらかじめ監督官から状況を聴取し、点検の参考とする。　 (ｱ)　点検に際し、あらかじめ監督官から状況を聴取し、点検の参考とする。　 (ｱ)　点検に際し、あらかじめ監督官から状況を聴取し、点検の参考とする。　 (ｱ)　点検に際し、あらかじめ監督官から状況を聴取し、点検の参考とする。

　 (ｲ)　漏洩点検の方法は、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（　 (ｲ)　漏洩点検の方法は、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（　 (ｲ)　漏洩点検の方法は、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（　 (ｲ)　漏洩点検の方法は、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（　 (ｲ)　漏洩点検の方法は、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（　 (ｲ)　漏洩点検の方法は、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（　 (ｲ)　漏洩点検の方法は、「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について（

　 　 平成１６年３月１８日）」による点検方法とし、事前に担当官の承認を得る。　 　 平成１６年３月１８日）」による点検方法とし、事前に担当官の承認を得る。　 　 平成１６年３月１８日）」による点検方法とし、事前に担当官の承認を得る。　 　 平成１６年３月１８日）」による点検方法とし、事前に担当官の承認を得る。　 　 平成１６年３月１８日）」による点検方法とし、事前に担当官の承認を得る。　 　 平成１６年３月１８日）」による点検方法とし、事前に担当官の承認を得る。　 　 平成１６年３月１８日）」による点検方法とし、事前に担当官の承認を得る。

　 (ｳ)　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。　 (ｳ)　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。　 (ｳ)　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。　 (ｳ)　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。　 (ｳ)　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。　 (ｳ)　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。　 (ｳ)　測定を行う点検は、定められた測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。

　 (ｴ)　異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行うこと。　 (ｴ)　異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行うこと。　 (ｴ)　異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行うこと。　 (ｴ)　異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行うこと。　 (ｴ)　異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行うこと。　 (ｴ)　異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行うこと。　 (ｴ)　異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行うこと。

 (2)  タンク清掃については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (2)  タンク清掃については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (2)  タンク清掃については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (2)  タンク清掃については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (2)  タンク清掃については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (2)  タンク清掃については、以下の項目を基準とし実施するものとする。 (2)  タンク清掃については、以下の項目を基準とし実施するものとする。

　 (ｲ)　タンク内の残油については、タンクローリー等に仮貯蔵するものとする。　 (ｲ)　タンク内の残油については、タンクローリー等に仮貯蔵するものとする。　 (ｲ)　タンク内の残油については、タンクローリー等に仮貯蔵するものとする。　 (ｲ)　タンク内の残油については、タンクローリー等に仮貯蔵するものとする。　 (ｲ)　タンク内の残油については、タンクローリー等に仮貯蔵するものとする。　 (ｲ)　タンク内の残油については、タンクローリー等に仮貯蔵するものとする。　 (ｲ)　タンク内の残油については、タンクローリー等に仮貯蔵するものとする。

　 (ｳ)　タンク内部に沈殿している水分、錆び及びスラッジ並びにその他不純物は、確実に除去するものとする。　 (ｳ)　タンク内部に沈殿している水分、錆び及びスラッジ並びにその他不純物は、確実に除去するものとする。　 (ｳ)　タンク内部に沈殿している水分、錆び及びスラッジ並びにその他不純物は、確実に除去するものとする。　 (ｳ)　タンク内部に沈殿している水分、錆び及びスラッジ並びにその他不純物は、確実に除去するものとする。　 (ｳ)　タンク内部に沈殿している水分、錆び及びスラッジ並びにその他不純物は、確実に除去するものとする。　 (ｳ)　タンク内部に沈殿している水分、錆び及びスラッジ並びにその他不純物は、確実に除去するものとする。　 (ｳ)　タンク内部に沈殿している水分、錆び及びスラッジ並びにその他不純物は、確実に除去するものとする。

　 (ｱ)　タンクの清掃方法は潜入方法とし、タンク内の酸素濃度を確認した後、清掃を実施すること。また、タ　 (ｱ)　タンクの清掃方法は潜入方法とし、タンク内の酸素濃度を確認した後、清掃を実施すること。また、タ　 (ｱ)　タンクの清掃方法は潜入方法とし、タンク内の酸素濃度を確認した後、清掃を実施すること。また、タ　 (ｱ)　タンクの清掃方法は潜入方法とし、タンク内の酸素濃度を確認した後、清掃を実施すること。また、タ　 (ｱ)　タンクの清掃方法は潜入方法とし、タンク内の酸素濃度を確認した後、清掃を実施すること。また、タ　 (ｱ)　タンクの清掃方法は潜入方法とし、タンク内の酸素濃度を確認した後、清掃を実施すること。また、タ　 (ｱ)　タンクの清掃方法は潜入方法とし、タンク内の酸素濃度を確認した後、清掃を実施すること。また、タ

　 　 ンク内へ常に送風を行い、清掃中はタンク出入口に作業員を待機させるものとする。　 　 ンク内へ常に送風を行い、清掃中はタンク出入口に作業員を待機させるものとする。　 　 ンク内へ常に送風を行い、清掃中はタンク出入口に作業員を待機させるものとする。　 　 ンク内へ常に送風を行い、清掃中はタンク出入口に作業員を待機させるものとする。　 　 ンク内へ常に送風を行い、清掃中はタンク出入口に作業員を待機させるものとする。　 　 ンク内へ常に送風を行い、清掃中はタンク出入口に作業員を待機させるものとする。　 　 ンク内へ常に送風を行い、清掃中はタンク出入口に作業員を待機させるものとする。

 (3)  本役務で発生した発生材については、請負業者の負担において産業廃棄物として関係法令等に基づき適切 (3)  本役務で発生した発生材については、請負業者の負担において産業廃棄物として関係法令等に基づき適切 (3)  本役務で発生した発生材については、請負業者の負担において産業廃棄物として関係法令等に基づき適切 (3)  本役務で発生した発生材については、請負業者の負担において産業廃棄物として関係法令等に基づき適切 (3)  本役務で発生した発生材については、請負業者の負担において産業廃棄物として関係法令等に基づき適切 (3)  本役務で発生した発生材については、請負業者の負担において産業廃棄物として関係法令等に基づき適切 (3)  本役務で発生した発生材については、請負業者の負担において産業廃棄物として関係法令等に基づき適切

　　に処分し、産業廃棄物管理票（Ｅ票）の写しを１部提出するものとする。　　に処分し、産業廃棄物管理票（Ｅ票）の写しを１部提出するものとする。　　に処分し、産業廃棄物管理票（Ｅ票）の写しを１部提出するものとする。　　に処分し、産業廃棄物管理票（Ｅ票）の写しを１部提出するものとする。　　に処分し、産業廃棄物管理票（Ｅ票）の写しを１部提出するものとする。　　に処分し、産業廃棄物管理票（Ｅ票）の写しを１部提出するものとする。　　に処分し、産業廃棄物管理票（Ｅ票）の写しを１部提出するものとする。

陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地陸上自衛隊石垣駐屯地

名蔵ダム名蔵ダム名蔵ダム名蔵ダム名蔵ダム名蔵ダム名蔵ダム

石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港石垣空港

案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図案　内　図

 (1)　２４号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (1)　２４号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (1)　２４号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (1)　２４号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (1)　２４号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (1)　２４号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (1)　２４号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式

 (2)　１号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (2)　１号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (2)　１号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (2)　１号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (2)　１号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (2)　１号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式 (2)　１号建物地下燃料タンク及び埋設配管漏洩点検及び清掃・・・一式

　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務

２／６２／６２／６２／６２／６２／６２／６



件 名件 名件 名件 名件 名件 名件 名

図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称図面名称

　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科　陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科

縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺縮　尺

図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号図面番号

図 示図 示図 示図 示図 示図 示図 示　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書　仕様書

２４号建物２４号建物２４号建物２４号建物２４号建物２４号建物２４号建物

１号建物１号建物１号建物１号建物１号建物１号建物１号建物

２号建物２号建物２号建物２号建物２号建物２号建物２号建物

（調整窓口　１Ｆ）（調整窓口　１Ｆ）（調整窓口　１Ｆ）（調整窓口　１Ｆ）（調整窓口　１Ｆ）（調整窓口　１Ｆ）（調整窓口　１Ｆ）
２４号建物地下燃料タンク　４０ＫＬ×２基２４号建物地下燃料タンク　４０ＫＬ×２基２４号建物地下燃料タンク　４０ＫＬ×２基２４号建物地下燃料タンク　４０ＫＬ×２基２４号建物地下燃料タンク　４０ＫＬ×２基２４号建物地下燃料タンク　４０ＫＬ×２基２４号建物地下燃料タンク　４０ＫＬ×２基

１号建物地下燃料タンクＢ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＢ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＢ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＢ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＢ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＢ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＢ　１５ＫＬ×２基 １号建物地下燃料タンクＡ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＡ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＡ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＡ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＡ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＡ　１５ＫＬ×２基１号建物地下燃料タンクＡ　１５ＫＬ×２基

　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務　石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務

３／６３／６３／６３／６３／６３／６３／６



件 名

図面名称

石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務

２４号建物地下燃料タンク 詳細図 縮 尺

図面番号陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科

－

４／６

名 称

地下燃料タンク

注油管
送油管
返送管

仕 様

型式：鋼製強化プラスチック殻二重殻タンク
容量：40,000L
油種：軽油
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆鋼管 65A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆鋼管 50A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆鋼管 32A

数 量

2基

33ｍ
65ｍ
69ｍ

備 考

残油量
ﾀﾝｸA:約38.2L
ﾀﾝｸB:約37.8L
15ｍ+18ｍ
30ｍ+35ｍ
32ｍ+37ｍ

地下埋設配管漏洩点検

地下埋設配管漏洩点検



件 名

図面名称

石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務

１号建物地下燃料タンクＡ 詳細図 縮 尺

図面番号陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科

－

５／６

名 称

地下燃料タンク

注油管
送油管
返送管

仕 様

型式：鋼製強化プラスチック殻二重殻タンク
容量：15,000L
油種：軽油
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆鋼管 65A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆鋼管 50A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆鋼管 32A

数 量

2基

19ｍ
21ｍ
19ｍ

備 考

残油量
ﾀﾝｸA:約13.5L
ﾀﾝｸB:約14.3L
12ｍ+17ｍ
12ｍ+ 9ｍ
11ｍ+ 8ｍ

地下埋設配管漏洩点検

地下埋設配管漏洩点検



件 名

図面名称

石垣（７）地下燃料タンク漏洩点検及び清掃役務

１号建物地下燃料タンクＢ 詳細図 縮 尺

図面番号陸上自衛隊石垣駐屯地業務隊管理科

－

６／６

名 称

地下燃料タンク

注油管
送油管
返送管

仕 様

型式：鋼製強化プラスチック殻二重殻タンク
容量：15,000L
油種：軽油
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆鋼管 65A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆鋼管 50A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ外面被覆鋼管 32A

数 量

2基

21ｍ
83ｍ
85ｍ

備 考

残油量
ﾀﾝｸA:約13.6L
ﾀﾝｸB:約14.5L
9ｍ+12ｍ

43ｍ+40ｍ
44ｍ+41ｍ

地下埋設配管漏洩点検

地下埋設配管漏洩点検


